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６月 登米市部長等連絡調整会議 要旨 
 

日 時  令和３年６月７日（月）      

午前10時から           

場 所  迫公民館 ２階 軽運動場     

 

１ 令和３年第２回登米市議会定例会６月定期議会について 

■資料１に基づき説明 

  今回は報告案件が８件、条例一部改正、補正予算等が 12件の合計 20案件を予定し

ている。会期日程については、６月 11日(金)から７月９日(金)までの 29日間の予定

で、一般質問、代表質問の受付ついては６月８日から 14日までとなる。 

また、７月６日の議案審議については、繰越計算書の報告、補正予算等の審議を予

定しているが、一般会計の説明まで進めることで、議会運営員会で決定している。 

なお、日程については、一般質問の人数等により変更があるので、最終的には６月

16日の議会運営委員会で決定される。 

 

２ 登米市災害対応マニュアルの改訂について 

■資料２に基づき説明 

  災害対策基本法が改正され、５月 20日から施行されており、それに伴うマニュア

ルの改訂となっている。 

  主な内容については、一つ目が避難情報の変更。令和元年の東日本台風の教訓を踏

まえ、避難勧告が廃止となり、市が指定する避難所については、避難指示となる。 

  二つ目は感染症拡大を踏まえ、感染症対策に係る変更で、感染症が流行している場

合は必要に応じ避難者を特定した専用避難所を開設するという一文を加えている。 

三つ目については、水防警報の発令の推定水位の追加で、昨年の６月から二股川の

昭和橋が追加となっている。 

  四つ目については、配備計画の修正で、４月の人事異動の調査を行い修正している

もの。なお、今回の修正に伴い、各部局から支所への応援職員についても明記させて

いただいた。 

  五つ目については、ホットラインの追加、六つ目は優先して開設する予定避難所の

一覧を追加している。 

  また、もう一つ別冊資料の災害対策本部等運営マニュアル（案）ついては、現在の

ところはこの案に基づき暫定的に運用させていただき、今年度末に改めて照会を行い

正式なものとしたいと考えている。 
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３ 「ポーランド展及びボート展示会」の開催について 

■資料３に基づき説明 

  東京 2020オリンピック・パラリンピックに出場するポーランドボートチームの事

前合宿を契機に、ポーランドやボート競技への理解を深めるため、ポーランドの民族

衣装や街並みなどの紹介、競技用ボートなどを展示する。 

  日時については、７月１日から７日までで、イオンタウン佐沼のセントラルコート

で開催する。 

  内容についてはポーランド展として民族衣装、教会等の歴史的建造物、ショパン像

やポーランドチームの紹介。ボート展示については、シングル・ダブルスカル各一艇

となっており、宮城県の艇庫に保管されているものとなっている。 

  また、ボート競技ビューイングは、佐沼高校のボート部等の活動状況も紹介するこ

ととなっている。 

 

４ みなみかた花菖蒲まつりイベント及び 2021もっこり牛まつりの開催中止について 

■資料４に基づき説明 

  今年度の南方花菖蒲まつりともっこり牛まつりは、どちらも新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から昨年同様中止することとなった。 

  また、花菖蒲の公園については開園を予定しており、本日時点で２分咲きの状況と

なっており、６月下旬に見頃を迎える見込み。 

 

５ 令和３年度登米市消防団演習の開催中止について 

■資料５に基づき説明 

  ７月 25日に開催を予定していた令和３年度登米市消防団演習については、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から宮城県消防協会登米支部の定期総会

の席で開催中止を決定した。２年続けての中止となるが、消防団の技術向上のため支

団ごとに訓練等を実施する計画としている。 

 


